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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　マトリクス状に配置され、それぞれの側壁にゲート絶縁膜を介してゲート電極が形成さ
れ、かつそれぞれの上端が記憶素子と電気的に接続される複数のシリコンピラーと、
　各シリコンピラーの間を互いに直交する方向に配線されたビット線及びワード線とを備
え、
　前記ビット線は、両側のシリコンピラーの下端と、１行おきに電気的に接続し、
　前記ワード線は、両側のシリコンピラー側壁にそれぞれ形成されたゲート電極と、１列
おきに電気的に接続し、
　前記ビット線は、隣り合う他のビット線とは異なるシリコンピラーに接続し、
　前記ワード線は、隣り合う他のワード線とは異なるシリコンピラーの側壁に形成された
ゲート電極に接続することを特徴とする半導体記憶装置。
【請求項２】
　マトリクス状に配置され、それぞれの側壁にゲート絶縁膜を介してゲート電極が形成さ
れ、かつそれぞれの上端が記憶素子と電気的に接続される複数のシリコンピラーと、
　各シリコンピラーの間を互いに直交する方向に配線されたビット線及びワード線とを備
え、
　前記ビット線は、両側のシリコンピラーの下端と、１行おきに電気的に接続し、
　前記ワード線は、両側のシリコンピラー側壁にそれぞれ形成されたゲート電極と、１列
おきに電気的に接続し、
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　隣り合うビット線は、互いに１行ずつずれた位置にあるシリコンピラーに接続し、
　隣り合うワード線は、互いに１列ずつずれた位置にあるシリコンピラーの側壁に形成さ
れたゲート電極に接続することを特徴とする半導体記憶装置。
【請求項３】
　直交する第１のビット線及び第１のワード線と、
　それぞれの側壁にゲート絶縁膜を介してゲート電極が形成され、かつそれぞれの上端が
記憶素子と電気的に接続される第１乃至第４のシリコンピラーとを備え、
　前記第１及び第２のシリコンピラーは、前記第１のビット線を挟んで隣り合い、
　前記第３及び第４のシリコンピラーは、前記第１のビット線を挟んで隣り合い、
　前記第１及び第３のシリコンピラーは、前記第１のワード線を挟んで隣り合い、
　前記第２及び第４のシリコンピラーは、前記第１のワード線を挟んで隣り合い、
　前記第１のビット線は前記第３及び第４のシリコンピラーの下端と電気的に接続し、
　前記第１のワード線は前記第１及び第３のシリコンピラーの側壁にそれぞれ形成された
ゲート電極と電気的に接続することを特徴とする半導体記憶装置。
【請求項４】
　前記第１のビット線に平行な第２のビット線と、
　それぞれの側壁にゲート絶縁膜を介してゲート電極が形成され、かつそれぞれの上端が
記憶素子と電気的に接続される第５及び第６のシリコンピラーとをさらに備え、
　前記第１及び第２のビット線は、前記第２及び第４のシリコンピラーを挟んで隣り合い
、
　前記第２及び第５のシリコンピラーは、前記第２のビット線を挟んで隣り合い、
　前記第４及び第６のシリコンピラーは、前記第２のビット線を挟んで隣り合い、
　前記第５及び第６のシリコンピラーは、前記第１のワード線を挟んで隣り合い、
　前記第２のビット線は前記第２及び第５のシリコンピラーの下端と電気的に接続し、
　前記第１のワード線は前記第１、第３、第５、及び第６のシリコンピラーの側壁にそれ
ぞれ形成されたゲート電極と電気的に接続することを特徴とする請求項３に記載の半導体
記憶装置。
【請求項５】
　前記第１のワード線に平行な第２のワード線と、
　側壁にゲート絶縁膜を介してゲート電極が形成され、かつ上端が記憶素子と電気的に接
続される第７のシリコンピラーとをさらに備え、
　前記第１及び第２のワード線は、前記第３、第４、及び第６のシリコンピラーを挟んで
隣り合い、
　前記第７のシリコンピラーは、前記第１及び第２のビット線の間に位置し、
　前記第４及び第７のシリコンピラーは、前記第２のワード線を挟んで隣り合い、
　前記第２のビット線は前記第２、第５、及び第７のシリコンピラーの下端と電気的接続
し、
　前記第２のワード線は前記第４及び第７のシリコンピラーの側壁にそれぞれ形成された
ゲート電極と電気的に接続することを特徴とする請求項４に記載の半導体記憶装置。
【請求項６】
　ワード線延伸方向に隣り合う２つのシリコンピラーの下部を接続するシリコンブリッジ
を有し、ビット線延伸方向に隣り合う２つのシリコンピラーが、互いに逆方向のシリコン
ピラーと前記シリコンブリッジにより接続されるマトリクス状のシリコンピラー群を形成
するとともに、シリコンピラー間のビット線配線領域に少なくとも前記シリコンブリッジ
の上面と同じ高さまで絶縁層を形成する第１の工程と、
　前記ビット線配線領域をエッチングすることにより、前記シリコンブリッジ内及び前記
絶縁層内を貫くビットトレンチを形成する第２の工程と、
　前記ビットトレンチ内にビット線を形成する第３の工程とを備えることを特徴とする半
導体記憶装置の製造方法。
【請求項７】
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　前記第１の工程は、
　各シリコンピラー及び各シリコンブリッジの形成領域をマスクする第１のマスクパター
ンを用い、第１の深さまでシリコン基板をエッチングする工程と、
　前記エッチングにより形成された溝を埋める絶縁層を形成する工程と、
　前記ビット線配線領域以外の領域をマスクする第２のマスクパターンを用い、前記第１
の深さより浅い第２の深さまで、前記絶縁層が形成された前記シリコン基板をエッチング
する工程とを備えることを特徴とする請求項６に記載の半導体記憶装置の製造方法。
【請求項８】
　前記第２の工程は、各シリコンピラーの側壁にサイドウォール絶縁膜を形成する工程を
含み、前記サイドウォール絶縁膜の形成後に、前記ビット線配線領域をエッチングするこ
とを特徴とする請求項６又は７に記載の半導体記憶装置の製造方法。
【請求項９】
　各シリコンピラーの前記ビット線上方の側壁に、前記ビット線との間に絶縁膜を介して
、ゲート絶縁膜及びゲート電極を形成する第４の工程と、
　ビット線延伸方向に隣り合う２つのシリコンピラーの側壁にそれぞれ形成された前記ゲ
ート電極を、ビット線延伸方向及びワード線延伸方向それぞれについて１列おきに接続す
るゲートコンタクトを形成する第５の工程と、
　前記ゲートコンタクトと電気的に接続するワード線を形成する第６の工程とを備えるこ
とを特徴とする請求項６乃至８のいずれか一項に記載の半導体記憶装置の製造方法。
【請求項１０】
　各シリコンピラーの上部に拡散層を形成する第７の工程をさらに備えることを特徴とす
る請求項９に記載の半導体記憶装置の製造方法。
【請求項１１】
　シリコンピラー形成領域をワード線延伸方向に２つずつマスクするための複数のサブマ
スクパターンを有し、かつ各サブマスクパターンがビット線延伸方向に隣り合う２つのシ
リコンピラー形成領域を、互いに逆方向のシリコンピラー形成領域とともにマスクする第
１のマスクパターンを用い、第１の深さまでシリコン基板をエッチングする第１の工程と
、
　前記エッチングにより形成された溝を埋める絶縁層を形成する第２の工程と、
　ビット線配線領域以外の領域をマスクする第２のマスクパターンを用い、前記第１の深
さより浅い第２の深さまで、前記絶縁層が形成された前記シリコン基板をエッチングする
第３の工程と、
　前記ビット線配線領域をエッチングすることにより、前記シリコン基板内及び前記絶縁
層内にビットトレンチを形成する第４の工程と、
　前記ビットトレンチ内にビット線を形成する第５の工程とを備えることを特徴とする半
導体記憶装置の製造方法。
【請求項１２】
　前記第４の工程は、前記第１乃至第３の工程により形成された各シリコンピラーの側壁
にサイドウォール絶縁膜を形成する工程を含み、前記サイドウォール絶縁膜の形成後に、
前記ビット線配線領域をエッチングすることを特徴とする請求項１１に記載の半導体記憶
装置の製造方法。
【請求項１３】
　各シリコンピラーの前記ビット線上方の側壁に、前記ビット線との間に絶縁膜を介して
、ゲート絶縁膜及びゲート電極を形成する第６の工程と、
　ビット線延伸方向に隣り合う２つのシリコンピラーの側壁にそれぞれ形成された前記ゲ
ート電極を、ビット線延伸方向及びワード線延伸方向それぞれについて１列おきに接続す
るゲートコンタクトを形成する第７の工程と、
　前記ゲートコンタクトと電気的に接続するワード線を形成する第８の工程とを備えるこ
とを特徴とする請求項１１又は１２に記載の半導体記憶装置の製造方法。
【請求項１４】
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　各シリコンピラーの上部に拡散層を形成する第９の工程をさらに備えることを特徴とす
る請求項１３に記載の半導体記憶装置の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は半導体記憶装置及びその製造方法に関し、特に、シリコンピラーを用いた縦型
トランジスタを有する半導体記憶装置及びその製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　これまで、半導体記憶装置の集積度向上は、主にトランジスタの微細化によって達成さ
れてきたが、トランジスタの微細化はもはや限界に近づいており、これ以上トランジスタ
サイズを縮小すると、短チャネル効果などによって正しく動作しないおそれが生じている
。
【０００３】
　このような問題を根本的に解決する方法として、半導体基板を立体加工し、これにより
トランジスタを３次元的に形成する方法が提案されている。中でも、半導体基板の主面に
対して垂直方向に延びるシリコンピラーをチャネルとして用いるタイプの３次元トランジ
スタは、占有面積が小さく且つ完全空乏化によって大きなドレイン電流が得られるという
利点を有しており、４Ｆ２（Ｆは最小加工寸法）の最密レイアウトも実現可能である（特
許文献１～４参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００８－２８８３９１号公報
【特許文献２】特開２００８－３００６２３号公報
【特許文献３】特開２００８－３１１６４１号公報
【特許文献４】特開２００９－０１０３６６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　シリコンピラーを用いた縦型トランジスタの具体的な構造には各種のものがあるが、そ
のうちのひとつにおいては、マトリクス状に多数配置されたシリコンピラーの間にビット
線が配線される。各ビット線は隣接する各シリコンピラーの上端又は下端と電気的に接続
されるが、接続されるのは延伸方向片側に位置する各シリコンピラーのみである。このよ
うな接続は、具体的にはビット線を覆う絶縁用酸化膜の一部に開口部を設けることによっ
て実現される。
【０００６】
　しかしながら、シリコンピラーを用いた縦型トランジスタは上述したように４Ｆ２の最
密レイアウトを実現するためのものであるため、ビット線を覆う絶縁用酸化膜も大変薄く
作られており、上記開口部を形成するためにはＦ値以下の加工精度が必要になる。そのた
め、開口部の形成には非常な困難が伴う。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明による半導体記憶装置は、マトリクス状に配置され、それぞれの側壁にゲート絶
縁膜を介してゲート電極が形成され、かつそれぞれの上端が記憶素子と電気的に接続され
る複数のシリコンピラーと、各シリコンピラーの間を互いに直交する方向に配線されたビ
ット線及びワード線とを備え、前記ビット線は、両側のシリコンピラーの下端と、１行お
きに電気的に接続し、前記ワード線は、両側のシリコンピラー側壁にそれぞれ形成された
ゲート電極と、１列おきに電気的に接続することを特徴とする。
【０００８】
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　また、本発明の他の一側面による半導体記憶装置は、直交する第１のビット線及び第１
のワード線と、それぞれの側壁にゲート絶縁膜を介してゲート電極が形成され、かつそれ
ぞれの上端が記憶素子と電気的に接続される第１乃至第４のシリコンピラーとを備え、前
記第１及び第２のシリコンピラーは、前記第１のビット線を挟んで隣り合い、前記第３及
び第４のシリコンピラーは、前記第１のビット線を挟んで隣り合い、前記第１及び第３の
シリコンピラーは、前記第１のワード線を挟んで隣り合い、前記第２及び第４のシリコン
ピラーは、前記第１のワード線を挟んで隣り合い、前記第１のビット線は前記第３及び第
４のシリコンピラーの下端と電気的に接続し、前記第１のワード線は前記第１及び第３の
シリコンピラーの側壁にそれぞれ形成されたゲート電極と電気的に接続することを特徴と
する。
【０００９】
　また、本発明による半導体記憶装置の製造方法は、ワード線延伸方向に隣り合う２つの
シリコンピラーの下部を接続するシリコンブリッジを有し、ビット線延伸方向に隣り合う
２つのシリコンピラーが、互いに逆方向のシリコンピラーと前記シリコンブリッジにより
接続されるマトリクス状のシリコンピラー群を形成するとともに、シリコンピラー間のビ
ット線配線領域に少なくとも前記シリコンブリッジの上面と同じ高さまで絶縁層を形成す
る第１の工程と、前記ビット線配線領域をエッチングすることにより、前記シリコンブリ
ッジ内及び前記絶縁層内を貫くビットトレンチを形成する第２の工程と、前記ビットトレ
ンチ内にビット線を形成する第３の工程とを備えることを特徴とする。
【００１０】
　また、本発明の他の一側面による半導体記憶装置の製造方法は、シリコンピラー形成領
域をワード線延伸方向に２つずつマスクするための複数のサブマスクパターンを有し、か
つ各サブマスクパターンがビット線延伸方向に隣り合う２つのシリコンピラー形成領域を
、互いに逆方向のシリコンピラー形成領域とともにマスクする第１のマスクパターンを用
い、第１の深さまでシリコン基板をエッチングする第１の工程と、前記エッチングにより
形成された溝を埋める絶縁層を形成する第２の工程と、ビット線配線領域以外の領域をマ
スクする第２のマスクパターンを用い、前記第１の深さより浅い第２の深さまで、前記絶
縁層が形成された前記シリコン基板をエッチングする第３の工程と、前記ビット線配線領
域をエッチングすることにより、前記シリコン基板内及び前記絶縁層内にビットトレンチ
を形成する第４の工程と、前記ビットトレンチ内にビット線を形成する第５の工程とを備
えることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明によれば、ビット線とシリコンピラーとが接続する部分において、片側のみに開
口部を設ける必要がなくなる。したがって、開口部の形成が容易になる。また、ビット線
を両側のシリコンピラーと一列おきに電気的に接続し、かつワード線を両側のシリコンピ
ラーの側壁にそれぞれ形成されたゲート電極と１列おきに接続するようにしたので、メモ
リセルの選択及び読み書きを好適に実施できる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本発明の実施の形態による半導体記憶装置の平面図である。
【図２】図１のＢ－Ｂ’線断面図である。
【図３】図１のＣ－Ｃ’線断面図である。
【図４】本発明の実施の形態による半導体記憶装置の模式的な平面図である。
【図５】本発明の実施の形態による半導体記憶装置の平面図であり、製造工程の一部を示
している。
【図６】本発明の実施の形態による半導体記憶装置の平面図であり、製造工程の一部を示
している。
【図７】本発明の実施の形態による半導体記憶装置の側斜視断面図であり、製造工程の一
部を示している。
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【図８】本発明の実施の形態による半導体記憶装置の側斜視断面図であり、製造工程の一
部を示している。
【図９】本発明の実施の形態による半導体記憶装置の側斜視断面図であり、製造工程の一
部を示している。
【図１０】本発明の実施の形態による半導体記憶装置の側斜視断面図であり、製造工程の
一部を示している。
【図１１】本発明の実施の形態による半導体記憶装置の側斜視断面図であり、製造工程の
一部を示している。
【図１２】本発明の実施の形態による半導体記憶装置の側斜視断面図であり、製造工程の
一部を示している。
【図１３】本発明の実施の形態による半導体記憶装置の側斜視断面図であり、製造工程の
一部を示している。
【図１４】本発明の実施の形態による半導体記憶装置の側斜視断面図であり、製造工程の
一部を示している。
【図１５】本発明の実施の形態による半導体記憶装置の側斜視断面図であり、製造工程の
一部を示している。
【図１６】本発明の実施の形態による半導体記憶装置の平面図であり、製造工程の一部を
示している。
【図１７】本発明の実施の形態による半導体記憶装置の側斜視断面図であり、製造工程の
一部を示している。
【図１８】本発明の実施の形態による半導体記憶装置の平面図であり、製造工程の一部を
示している。
【図１９】本発明の実施の形態による半導体記憶装置の側斜視断面図であり、製造工程の
一部を示している。
【図２０】本発明の実施の形態による半導体記憶装置の側斜視断面図であり、製造工程の
一部を示している。
【図２１】本発明の実施の形態による半導体記憶装置の側斜視断面図であり、製造工程の
一部を示している。
【図２２】本発明の実施の形態による半導体記憶装置の側斜視断面図であり、製造工程の
一部を示している。
【図２３】本発明の実施の形態の変形例による半導体記憶装置の側斜視断面図であり、製
造工程の一部を示している。
【図２４】本発明の実施の形態の変形例による半導体記憶装置の側斜視断面図であり、製
造工程の一部を示している。
【図２５】本発明の背景技術による半導体記憶装置の平面図である。
【図２６】図２５のＡ－Ａ’線断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　本発明の好ましい実施の形態について詳細に説明する前に、本発明の背景技術による半
導体記憶装置の構造について説明する。
【００１４】
　図２５は、背景技術による半導体記憶装置１の平面図である。また、図２６は、図２５
のＡ－Ａ’線断面図である。図２５に示すように、半導体記憶装置１は、２Ｆ間隔（中心
距離）でマトリクス状に配置された多数のシリコンピラー２を有する。これらシリコンピ
ラー２の間には、列方向（図２５に示したＹ方向）に延伸する多数のビット線ＢＬが設け
られる。また、行方向（図２５に示したＸ方向）には、一連のシリコンピラーと交差しつ
つ延伸するワード線ＷＬが設けられる。ビット線ＢＬ、ワード線ＷＬのピッチはともに２
Ｆである。
【００１５】
　各シリコンピラー２はセルトランジスタとして機能するものであり、ワード線ＷＬがこ
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のセルトランジスタのゲート電極となる。これに対応し、各シリコンピラー２の側面には
ゲート絶縁膜３が設けられている。
【００１６】
　セルトランジスタのソース・ドレイン領域となる部分は、各シリコンピラー２の上端と
下端とに設けられた不純物拡散領域４，５である。上端の不純物拡散領域４は、キャパシ
タなどの図示しない記憶素子と電気的に接続されている。一方、下端の不純物拡散領域５
はビット線ＢＬと接続されている。
【００１７】
　ビット線ＢＬと不純物拡散領域５との接続について詳しく説明する。ビット線ＢＬは他
の構成要素と絶縁分離するために絶縁膜７で覆われているが、その一部に開口部８を有す
る。ビット線ＢＬと不純物拡散領域５とは、この開口部８を介して接続する。開口部８は
、ビット線ＢＬから見てＸ方向一方側（図２５では右側）に隣接するシリコンピラー２と
の間に設けられており、したがって、ビット線ＢＬはＸ方向一方側に隣接する一連のシリ
コンピラー２と接続している。
【００１８】
　セルトランジスタの動作について説明する。ある記憶素子に対して読み書きを行う場合
、その記憶素子と接続されているシリコンピラー２のゲート電極であるワード線ＷＬを活
性化させる。すると、シリコンピラー２の上端の不純物拡散領域４と下端の不純物拡散領
域５との間にチャネル６ができ、ビット線ＢＬと記憶素子とが電気的に接続される。これ
により、ビット線ＢＬを用いて記憶素子の読み書きができるようになる。
【００１９】
　さて、ビット線ＢＬと不純物拡散領域５とを接続するための開口部８の大きさは、図２
５及び図２６から明らかなように、最小加工寸法Ｆに比べて非常に小さい。したがって、
背景技術による半導体記憶装置１には、開口部８の形成が難しいという問題がある。本実
施の形態による半導体記憶装置は、このような問題に鑑み、ビット線ＢＬとシリコンピラ
ーとを電気的に接続するための開口部の形成を容易化するものである。
【００２０】
　以下、本実施の形態による半導体記憶装置の構造について説明する。
【００２１】
　図１は、本実施の形態による半導体記憶装置１０の平面図である。また、図２，図３は
それぞれ、図１のＢ－Ｂ’線断面図，Ｃ－Ｃ’線断面図である。半導体記憶装置１０はＰ
型のシリコン基板上に形成されるものであり、図１に示すように、２Ｆ間隔（中心距離）
でマトリクス状に配置された多数のシリコンピラー１１を有している。これらシリコンピ
ラー１１の間には、列方向（図１に示したＹ方向）に延伸する多数のビット線ＢＬと、行
方向（図１に示したＸ方向）に延伸する多数のワード線ＷＬとが設けられる。ビット線Ｂ
Ｌ、ワード線ＷＬのピッチはともに、背景技術と同じ２Ｆである。
【００２２】
　シリコンピラー１１の側壁には、ゲート絶縁膜１２を介してゲート電極１３が形成され
る。ゲート電極１３の上端の一部分にはゲートコンタクト１４が設けられており、このゲ
ートコンタクト１４により、ゲート電極１３とワード線ＷＬとが接続する。
【００２３】
　ゲートコンタクト１４の配置について説明する。ゲートコンタクト１４は、図３に示す
ように、Ｙ方向に隣り合う２つのシリコンピラー１１のゲート電極間に設けられ、これら
を互いに接続する。これにより、これら２つのシリコンピラー１１のゲート電極は、同一
のワード線ＷＬに接続することになる。
【００２４】
　また、ある行に属する一連のシリコンピラー１１に着目すると、ゲートコンタクト１４
によって接続される相手は、１つずつ互いに異なる方向に位置するシリコンピラー１１と
なっている。これにより、ワード線ＷＬは、両側のシリコンピラー１１の側壁にそれぞれ
形成されたゲート電極１３と１列おきに電気的に接続することになるとともに、隣り合う
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ワード線ＷＬは、互いに１列ずつずれた位置にあるシリコンピラー１１の側壁に形成され
たゲート電極１３と接続することになる。言い換えれば、各ワード線ＷＬが接続するゲー
ト電極１３は、隣り合う他のワード線ＷＬとは異なるシリコンピラー１１の側壁に形成さ
れたゲート電極１３となっている。
【００２５】
　シリコンピラー１１の上端には、ソース・ドレイン領域の一方となるＮ型の不純物拡散
領域１５が設けられている。この不純物拡散領域１５は、図２及び図３に示したエピタキ
シャル層１７及びコンタクトプラグ１８を介して記憶素子と電気的に接続している。なお
、半導体記憶装置１０がＤＲＡＭ(Dynamic Random Access Memory)である場合、この記憶
素子としてキャパシタを用いる。一方、半導体記憶装置１０がＰＲＡＭ(Phase change Ra
ndom Access Memory)である場合、この記憶素子として相変化膜を用いる。図２及び図３
には、記憶素子としてキャパシタを用いる例を示している。この場合、同図に示すように
コンタクトプラグ１８上には円筒形状の下部電極６０が設置され、その内部には、容量絶
縁膜６１を介して上部電極６２が設置される。上部電極６２は、基準電位配線ＰＬに接続
している。
【００２６】
　シリコンピラー１１の下端には、露出したビット線ＢＬを取り囲むようにして、ソース
・ドレイン領域の他方となるＮ型の不純物拡散領域１６が設けられている。
【００２７】
　ビット線ＢＬと不純物拡散領域１６との接続について詳しく説明する。ビット線ＢＬは
他の構成要素と絶縁分離するためにシリコン酸化膜１９で覆われているが、シリコン酸化
膜１９は一部に開口部２０を有している。ビット線ＢＬと不純物拡散領域１６とは、この
開口部２０を介して接続する。開口部２０は、図１に示すように、ビット線ＢＬから見て
両側に隣接するシリコンピラー１１との間に１行おきに設けられている。したがって、ビ
ット線ＢＬは、両側のシリコンピラー１１と１行おきに電気的に接続している。
【００２８】
　また、ある列に属する一連のシリコンピラー１１に着目すると、開口部２０によって接
続されるビット線ＢＬは、１つずつ互いに異なる方向に位置するビット線ＢＬとなってい
る。同じことをビット線ＢＬから見ると、隣り合うビット線ＢＬは、互いに１行ずつずれ
た位置にあるシリコンピラー１１と接続している。言い換えれば、各ビット線ＢＬが接続
するシリコンピラー１１は、隣り合う他のビット線ＢＬと異なるシリコンピラー１１とな
っている。
【００２９】
　以上の構成により実現されるセルトランジスタの動作について説明する。ある記憶素子
に対して読み書きを行う場合、その記憶素子と接続されているシリコンピラー１１のゲー
ト電極１３に接続しているワード線ＷＬを活性化させる。すると、これらのシリコンピラ
ー１１の上端の不純物拡散領域１５と下端の不純物拡散領域１６との間に、図２に示した
ようなチャネル２１ができる。つまり、これらのシリコンピラー１１それぞれによって構
成されるセルトランジスタがオン状態となる。したがって、これらのシリコンピラー１１
に接続している記憶素子は、ビット線ＢＬと接続された状態になる。
【００３０】
　図４は、セルトランジスタの動作について説明するための図であり、半導体記憶装置１
０の模式的な平面図である。同図では、図１に示した構成要素のうち、シリコンピラー１
１、ワード線ＷＬ、ゲートコンタクト１４、ビット線ＢＬ、及び開口部２０のみを抜き出
して描いている。また、同図中では、シリコンピラー１１（同図では、ゲート絶縁膜１２
、ゲート電極１３も含めて、１つの四角形で表している。）、ワード線ＷＬ、ビット線Ｂ
Ｌの符号に下付きの添え字を付している。以下の図４の説明では、この添え字を引用する
ことにより、これらを特定することにする。
【００３１】
　図４の例において例えばワード線ＷＬ３を活性化すると、シリコンピラー１１２１，１



(9) JP 5522622 B2 2014.6.18

10

20

30

40

50

１２３，１１３１，１１３３においてチャネル２１（図２）が形成される。つまり、シリ
コンピラー１１２１，１１２３，１１３１，１１３３それぞれによって構成されるセルト
ランジスタがオン状態となる。したがって、シリコンピラー１１２１，１１２３，１１３

１，１１３３はそれぞれ、ビット線ＢＬ１，ＢＬ２，ＢＬ３，ＢＬ４と電気的に接続され
る。つまり、１つのビット線ＢＬに１つの記憶素子が接続されることになるので、ビット
線ＢＬを用いて記憶素子の読み書きができるようになる。
【００３２】
　以上説明したように、半導体記憶装置１０では、ビット線ＢＬとシリコンピラー１１と
が接続する部分において、図２６に示したような片側のみの開口部を設ける必要がない。
具体的には、半導体記憶装置１０では、ビット線ＢＬとシリコンピラー１１とが接続する
部分において、ビット線ＢＬは両側のシリコンピラー１１と接続するので、図２に示した
ように、上面を除く全面を開口部とすることができる。したがって、開口部の形成が容易
になる。
【００３３】
　また、ビット線ＢＬを両側のシリコンピラー１１と一行おきに電気的に接続し、かつワ
ード線ＷＬを両側のシリコンピラー１１の側壁にそれぞれ形成されたゲート電極１３と１
列おきに接続するようにしたので、上記したように、ビット線ＢＬを用いて記憶素子の読
み書きができる。したがって、半導体記憶装置１０では、メモリセルの選択及び読み書き
を好適に実施できることになる。
【００３４】
　次に、半導体記憶装置１０の製造方法について、図５～図２２を参照しながら説明する
。なお、図５～図２２のうち、図５，図６，図１６，図１８は、半導体記憶装置１０の平
面図である。この４つの図以外の各図は、図１中のＤ線に沿う断面図を含む、半導体記憶
装置１０の側斜視断面図である。
【００３５】
　まず、図５及び図６はそれぞれ、シリコンピラー１１を形成するための第１及び第２の
マスクパターンを示す図である。シリコンピラー１１は、これら第１及び第２のマスクパ
ターンを用いて、いわゆるダブルパターニング法により形成される。
【００３６】
　図５に一点鎖線で示した矩形の領域１１ｐは、シリコンピラー形成領域を示している。
図５に示すように、第１のマスクパターンは、シリコンピラー形成領域１１ｐをＸ方向に
２つずつマスクするための複数のサブマスクパターン３０（３Ｆ×Ｆのパターン）を有す
る。各サブマスクパターン３０は、Ｙ方向に隣り合う２つのシリコンピラー形成領域１１
ｐを、互いに逆方向のシリコンピラー形成領域１１ｐとともにマスクする。
【００３７】
　一方、第２のマスクパターンは、図６に示すように、ビット線配線領域以外の領域をマ
スクするものであり、具体的には幅Ｆ，間隔Ｆの縞状パターン３１を有する。なお、図６
に一点鎖線で示した矩形の領域３０は、図５に示したサブマスクパターン３０である。
【００３８】
　初めに、Ｐ型のシリコン基板上に薄いシリコン酸化膜を介してシリコン窒化膜を堆積さ
せ、図５に示した第１のマスクパターン状にパターニングする。具体的には、図５に示す
ように、Ｘ方向に３Ｆの長さを有し、Ｙ方向にＦの長さを有するパターン３０を、Ｘ方向
Ｙ方向ともに間隔Ｆで、マトリクス状に形成する。なお、隣り合う行では、Ｘ方向に２Ｆ
ずつずらしてパターン３０を形成する。
【００３９】
　次に、シリコン基板を、深さ２００ｎｍ程度（第１の深さ）まで選択的にエッチングす
る。その結果、ＸＹ平面内の断面が１Ｆ×３Ｆの大きさであるシリコンピラー１１ａが形
成される。その後、図７に示すように、シリコンピラー１１ａの間をシリコン酸化膜１９
（絶縁層）で埋め、ＣＭＰ(Chemical Mechanical Polishing)法などによって表面を平坦
化する。
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【００４０】
　次に、再度薄いシリコン酸化膜を介してシリコン窒化膜を堆積させ、図６に示した第２
のマスクパターン状にパターニングする。具体的には、図６に示すように、幅Ｆ，間隔Ｆ
の縞状パターン３１を形成する。なお、縞の長手方向はＹ方向とする。
【００４１】
　次に、パターン３０、シリコン酸化膜１９、及びシリコン基板を、シリコンピラー１１
ａの下端から５０ｎｍの深さ（第２の深さ）までエッチングする。このエッチングでは、
シリコン窒化膜、シリコン酸化膜、シリコン基板を等速でエッチングする必要があるが、
これは複数ステップを有するドライエッチング法によって実現する。エッチングの結果、
図８に示すように、ＸＹ平面内の断面が１Ｆ×１Ｆの大きさであるシリコンピラー１１が
、図１に示したようなマトリクス状に形成される。そして、Ｘ方向に隣り合う２つのシリ
コンピラー１１の下部にはこれらを接続するシリコンブリッジ１１ｂが形成され、さらに
、Ｙ方向に隣り合う２つのシリコンピラー１１は、互いに逆方向のシリコンピラー１１と
シリコンブリッジ１１ｂにより接続されることになる。
【００４２】
　次に、表面の熱酸化を行い、図９に示すように全面にシリコン酸化膜３３を形成する。
このシリコン酸化膜３３は、表面保護のために形成するものである。続いて、窒化シリコ
ンを堆積し、エッチバックを行うことで、シリコンピラー１１の側壁に厚さ５ｎｍ程度の
サイドウォール窒化膜３４（絶縁膜）を形成する。なお、図９においてサイドウォール窒
化膜３４の上端がシリコン酸化膜３３の上面よりも低い位置にあるが、これはプロセスの
結果として生ずる形状である。
【００４３】
　次に、サイドウォール窒化膜３４をストッパーとして用いてシリコン酸化膜１９及びシ
リコン基板のエッチングを行うことにより、シリコンピラー１１の間に、図１０に示すよ
うな、シリコンブリッジ１１ｂ内及びシリコン酸化膜１９内を貫いてＸ方向に延伸する溝
３５（ビットトレンチ）を形成する。このエッチングでも、シリコン酸化膜とシリコン基
板とを等速でエッチングする必要があるので、複数ステップを有するドライエッチング法
を用いる。
【００４４】
　溝３５を形成したら、次にこの溝３５の中に、ビット線ＢＬとなる高濃度ポリシリコン
３６（高濃度の不純物がドープされたドープドポリシリコン。）を成膜し、エッチバック
する。このとき、ポリシリコンからの不純物拡散により、高濃度ポリシリコン３６周辺の
シリコンピラー１１内に、Ｎ型の不純物拡散領域１６が形成される。その後、図１１に示
すように、高濃度ポリシリコン３６の表面を酸化し、ビット線ＢＬと上層とを分離するた
めのシリコン酸化膜３７を形成する。
【００４５】
　以上の工程が完了したら、シリコン酸化膜３３、サイドウォール窒化膜３４、及び縞状
パターン３１（第２のマスクパターン）を除去する。そして、図１２に示すように、シリ
コンピラー１１の間にシリコン酸化膜３８を埋め込み、ＣＭＰ法などによりパターン３０
（第１のマスクパターン）の表面が露出する程度に平坦化する。
【００４６】
　次に、ゲート電極を形成するために、シリコン酸化膜３８の全面エッチバックを行う。
このとき、図１３に示すように、厚さβ程度のシリコン酸化膜３８（絶縁膜）を残すよう
にする。このシリコン酸化膜３８は、ビット線ＢＬと上層とを分離するというシリコン酸
化膜３７と同様の目的の他、ビット線ＢＬ形成の際に行った異種材料のエッチングにより
生じた段差を吸収する目的で形成されるものである。βの具体的な値は、例えば２０ｎｍ
である。
【００４７】
　次に、シリコンピラー１１の側面を酸化し、図１４に示すようにゲート絶縁膜１２を形
成する。そして、全面にポリシリコンを成膜してエッチバックすることにより、シリコン
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ピラー１１の周囲に、図１４に示すようなゲート電極１３を形成する。なお、ゲート電極
１３の膜厚は、隣り合うシリコンピラー１１間でゲート電極１３が接触することのないよ
うな値（ゲート電極１３の分離が確保されるような値）に設定する。具体的な例を挙げる
と、例えば最小加工寸法Ｆが４０ｎｍである場合、ゲート電極１３の膜厚は１５ｎｍとす
ることが好適である。
【００４８】
　次に、図１５に示すように、シリコンピラー１１間の空間にシリコン酸化膜３９を埋め
込み、ＣＭＰ法などによりパターン３０（第１のマスクパターン）の表面が露出する程度
に平坦化する。そして、シリコン酸化膜３９のエッチバックにより図１５に示すようなゲ
ートコンタクト穴４０を形成し、その内部に窒化チタンとタングステンの積層膜を成膜し
、エッチバックすることによってゲートコンタクト１４を形成する。このゲートコンタク
ト１４は、Ｙ方向に隣り合う２つのシリコンピラー１１の側壁にそれぞれ形成されたゲー
ト電極１３を、Ｘ方向及びＹ方向それぞれについて１列おきに接続する。
【００４９】
　なお、シリコン酸化膜３９のエッチバックには、図１６に示すマスクパターンを用いる
。このマスクパターンはゲートコンタクト穴４０を形成するためのサブマスクパターンを
有しており、例えばフォトリソグラフィー法によって形成するものである。なお、図１６
のマスクパターンを用いて露光を行う際には、ハッチングされていない領域がマスクされ
るように露光することになる。
【００５０】
　次に、ゲートコンタクト穴４０をシリコン酸化膜で埋め、このシリコン酸化膜とシリコ
ン酸化膜３９とをエッチバックすることにより、シリコンピラー１１の間に、図１７に示
すようなＹ方向に延伸する溝４２を形成する。このエッチバックには、図１８に示す幅Ｆ
，間隔Ｆの縞状パターンを有するマスクパターンを用いる。縞状パターンの長手方向はＸ
方向である。また、溝４２の深さは、ゲートコンタクト１４の表面が露出する程度とする
。そして、全面にシリコン酸化膜を積層してエッチバックすることにより、溝４２の側壁
に、図１７に示すようなサイドウォール酸化膜４３を形成する。このサイドウォール酸化
膜４３を形成するのは、後の工程（図１９）でパターン３０を除去する際、穴の内面にワ
ード線材料が露出するのを防止するためである。さらに、溝４２の内部にワード線ＷＬと
なる配線材料４４（ポリシリコンや窒化チタンとタングステンの積層膜など。）を成膜し
、エッチバックする。これにより、ゲートコンタクト１４と電気的に接続するワード線Ｗ
Ｌが形成される。
【００５１】
　次に、図１９に示すように、溝４２内部をシリコン酸化膜４５で埋め、ＣＭＰ法などに
より平坦化する。その後、パターン３０を構成するシリコン窒化膜を熱燐酸を用いたウェ
ットエッチングにより除去し、その結果生じた穴の内部にサイドウォール窒化膜４６をエ
ッチバックにより形成する。このエッチバックでは、図２０に示すように、シリコンピラ
ー１１の上面に形成されているシリコン酸化膜（パターン３０を構成するシリコン酸化膜
）も除去されるようにする。そして、シリコンピラー１１の上面からシリコンのエピタキ
シャル結晶成長を行ってエピタキシャル層１７を形成する。さらに、イオン注入によって
シリコンピラー１１の上端にＮ型の不純物拡散領域１５を形成する。
【００５２】
　次に、図２１に示すように、シリコン酸化膜４７を成膜し、容量コンタクト形成のため
のコンタクトホール４８を形成する。そして、このコンタクトホール４８にタングステン
などの容量コンタクト材料を埋め込むことにより、図２２に示すようにコンタクトプラグ
１８を形成する。その後、さらに上層にセルキャパシタを形成することにより、メモリセ
ルが完成する。
【００５３】
　以上説明した製造方法によれば、ビット線ＢＬとシリコンピラー１１とを接続するため
の開口部を、容易に形成できる。
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【００５４】
　以上、本発明の好ましい実施の形態について説明したが、本発明はこうした実施の形態
に何等限定されるものではなく、本発明が、その要旨を逸脱しない範囲において、種々な
る態様で実施され得ることは勿論である。
【００５５】
　例えば、上記実施の形態ではビット線ＢＬに高濃度ポリシリコンを用いたが、金属材料
によりビット線ＢＬを構成することも可能である。この場合、図１０に示した状態におい
てシリコンウエットエッチングを行うことで、図２３に示すように、シリコン酸化膜１９
がない部分の溝３５を広げる。そして、図２４に示すように、その部分の内壁面をポリシ
リコン膜４９で覆う。具体的には、全面に高濃度ポリシリコンを成膜し、サイドウォール
窒化膜３４を利用してエッチングを行うことで、ポリシリコン膜４９を形成する。このと
き、ポリシリコンからの不純物拡散により、高濃度ポリシリコン３６周辺のシリコンピラ
ー１１内に、不純物拡散領域１６が形成される。
【００５６】
　その後、溝３５の中にビット線ＢＬとなる金属材料（タングステンなど。）を成膜し、
エッチバックすることにより、ビット線ＢＬを形成する。そして、シリコン酸化膜３３、
サイドウォール窒化膜３４、及び縞状パターン３１（第２のマスクパターン）を除去し、
シリコンピラー１１の間にシリコン酸化膜３８を埋め込み、ＣＭＰ法などによりパターン
３０（第１のマスクパターン）の表面が露出する程度に平坦化する。以降の工程は、図１
３以降の工程と同様である。
【００５７】
　なお、ポリシリコン膜４９と上記金属材料の間にシリサイド及び金属窒化物を形成する
こととしてもよい。この場合、ＣＶＤ法によりチタンなどの高融点金属材料をポリシリコ
ン膜４９上に堆積することでシリサイドを形成し、さらにアンモニア雰囲気とすることで
金属窒化物（窒化チタン）を形成する。そして、その上にタングステンなどの金属材料を
成膜すればよい。このようにシリサイドを用いることで、ビット線ＢＬの直流抵抗を低減
することができる。
【００５８】
　また、ポリシリコンを用いずにビット線ＢＬを構成することも可能である。この場合、
図２２の状態でリン処理を行い、気相から直接シリコン基板に不純物を拡散させることに
より、不純物拡散領域１６を形成する。その後は、上記と同様にして、溝３５内にシリサ
イド、窒化チタン、及びタングステンを形成することで、ビット線ＢＬを形成することに
なる。
【符号の説明】
【００５９】
ＢＬ　　ビット線
Ｆ　　　最小加工寸法
ＰＬ　　基準電位配線
ＷＬ　　ワード線
１０　　半導体記憶装置
１１，１１ａ　シリコンピラー
１１ｂ　シリコンブリッジ
１２　　ゲート絶縁膜
１３　　ゲート電極
１４　　ゲートコンタクト
１５，１６　不純物拡散領域
１７　　エピタキシャル層
１８　　コンタクトプラグ
１９　　絶縁膜
１９，３３，３７～３９　シリコン酸化膜
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２０　　開口部
２１　　チャネル
３０　　第１のマスクパターン
３１　　第２のマスクパターン
３４　　サイドウォール窒化膜
３５，４２　溝
３６　　高濃度ポリシリコン
４０　　ゲートコンタクト穴
４３　　サイドウォール酸化膜
４４　　配線材料
４５　　シリコン酸化膜
４６　　サイドウォール窒化膜
４７　　シリコン酸化膜
４９　　ポリシリコン膜
６０　　下部電極
６１　　容量絶縁膜
６２　　上部電極

【図１】 【図２】
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【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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【図１５】 【図１６】

【図１７】 【図１８】



(18) JP 5522622 B2 2014.6.18

【図１９】 【図２０】

【図２１】 【図２２】
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【図２３】 【図２４】

【図２５】 【図２６】
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